
 

尾鷲市農業委員会 令和５年９月定例会 議事録 

 

１．開催日時：令和５年９月５日（火）午前１０時００分から午前１０時４０分 

２．開催場所：尾鷲市立中央公民館２階講座室 A 

３．出席委員（８名） 

   会長         ６番 髙村 敦夫 

委員         １番 船津 貫一   

２番 野田 泰史 

３番 黒  次美 

４番 塩津 史子 

７番 野地 長生 

８番 大川 治夫 

               

    

農地利用最適化推進委員     北村 都志雄  

                 濵野 薫久 

 

 

４．欠席委員        ５番 庄司 和稔        

               

 

５．議事日程 

１．農地法第３条の規定による許可について  

２．その他 

 

６．農業委員会事務局職員 

 事務局長     芝山 有朋   欠席     

事務局次長    野田 憲市    

事務局書記    大川 健志  

    

     

           

７．会議の概要 
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皆さんおはようございます。定刻となりましたので９月農業委員会定例

会を開催いたします。審議に入る前に事務局から報告があります。お願い

します。 

 

 

はい、事務局長の芝山ですが、議会に出席のため本日は欠席とさせてい

ただきます。以上です。 

 

 

はい、ありがとう。それではただ今から審議に入りますが、本日の署名

委員並びに欠席委員を報告します。欠席は５番の○○さんです。署名委員

は４番の○○さん、７番の○○さんよろしくお願いします。 

それでは本日の審議に入ります。議案１号、農地法第３条の規定による

許可についてを事務局から説明お願いします。 

 

 

農地法第３条の規定による許可について説明させていただきます。番号

は１番、所在は尾鷲市○○番○○で地目は畑となっています。面積は○○

㎡です。 

譲渡人は尾鷲市○○番地○○の○○さんです。譲受人は尾鷲市○○番○

○号の○○さんです。申請理由としましては、申請人は当該農地を取得し、

ツバキを耕作するために申請が上がっております。紹介委員は○○委員さ

んです。よろしくお願いします。 

 

 

それでは○○委員さん紹介よろしくお願いします。 

 

 

はい、それでは申請地ですが１１ページをご覧ください。申請地は○○

町地内のほぼ真ん中にあたる赤い丸で囲まれたところです。その前のペー

ジの１０ページに拡大図がありますのでご覧ください。上の道路は３１１

号線、申請地はこの海岸通りの真ん中にある○○と書かれたところから細

い道をどんどん上がってもらって、約１５０ｍ程上がったところにある、

赤で囲まれたところが申請地です。 

次に７ページの公図をご覧ください。この公図では赤で囲まれた○○番

○○で○○㎡となっております。横に水路があります。これの現況写真で
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すが、最後のページをご覧ください。１番から３番までありますけど１番

の写真が一番わかりやすいです。現在ツバキが栽培されており、現場は奇

麗に手入れが行き届いております。なおこの案件は、譲渡人である○○さ

んが高齢となり耕作することが難しくなり、孫である○○さんに譲って、

引き継いで耕作してもらう案件となっております。以上での内容での審議

をよろしくお願いします。 

 

 

ただ今紹介が終わりました。何かご質問はございませんか。 

 

 

ここは車も入らないからね。 

 

 

下から上がるのはえらいね。ここは苦労するよ。 

 

 

異議なし。 

 

 

異議なしの声が上がりましたので採決を取ります。賛成の方は挙手を。 

 

（挙手全員） 

挙手全員。これを許可します。ありがとうございます。続きまして番号

２を事務局からお願いします。 

 

 

続きまして番号は２番、所在は尾鷲市○○で地目は畑となっています。

面積は○○㎡です。譲渡人は鈴鹿市○○丁目○○番○○号の○○さんで

す。 

譲受人は尾鷲市○○番地の○○さんです。申請理由としましては、申請

人は当該農地を取得し、みかんを耕作するために申請が上がっておりま

す。紹介委員は○○委員さんです。よろしくお願いします。 

 

 

それでは○○委員さんは紹介お願いします。 
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まず、申請地ですが９ページの地図をご覧ください。○○町地内の赤い

丸で囲まれたところが申請地です。続いて次の１０ページをご覧くださ

い。この申請地は国道３１１号線沿いの○○のところから市道を少し１０

ｍ程入ってもらったところが○○出張所ですね。それの近くの赤い丸で囲

まれたところが申請地となっております。 

それから６ページの公図をご覧ください。この公図では赤い丸で囲まれ

たところが申請地です。続きまして１１ページをご覧ください。この農地

は譲渡人である○○さんが平成３年に時効取得したものですが、現在鈴鹿

市に住んでおり、遠方であることから○○町に住んでいる○○さんに住居

と共に譲って、管理してもらいたいという案件です。１番の上の写真を見

てください。２番と白く写っておりますね。その部分が今回一緒に譲って

もらう住居となります。それの裏がこの申請地となっております。審査の

程よろしくお願いします。 

 

 

はい、紹介が終わりました。何かご質問はございませんか。 

 

 

写真では現地が少し荒れているように見えますが、草刈りも行って手入

れはされております。 

 

 

この写真に写っている住居は住めるようなところですか。 

 

 

手入れしないとですけど住めます。農地もこの家を通過しないといけな

いようなところです。 

 

 

ありがとうございます。みかんを栽培するということですけどこの場所

だと大変ですね。異議なしです。 

 

 

異議なしの声が上がりましたので採決を取ります。賛成の方は挙手を。 

 

（挙手全員） 
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挙手全員。これを許可します。ありがとうございます。以上で本日の審

議案件は終わりましたのでその他の事項に入ります。その他で事務局あり

ますか。 

 

 

はい、その他の事項で３点情報共有させていただきます。まず１つ目で

すが、９月から始まりました農業相談なんですが、１ヵ月程経って、２件

ありました。１件は尾鷲出身の方で名古屋に出て、諸事情でこちらに戻っ

てくるとそこで農業もやりたいというご相談を受けております。もう１人

目は大阪の学校の先生で定年前に移住を考えていて作物づくりもしたい

というようなことでした。どちらも畑をやってみたいという相談で、今す

ぐにということではなかったですが、農地バンクも予定していますし、今

後も断続的に相談を受けながら、何とかやってもらえるようにしたいと思

います 

２点目ですが、有機農業の検討会を昨日させていただいて、共有ですが、

今後の大きい流れとして学校の給食に甘夏とブルーベリーと野菜、尾鷲市

の有機農産物を提供していくということで内容が決まってきました。甘夏

は剥いて提供するとかなり手間ということで、100％果汁のジュースから、

ゼリーを作ってそれを給食に出してみようということになりました。あ

と、むかい農園のブルーベリーですが、むかい農園さんは小さいカップに

冷凍して入れているんですがそれが人気で、それをデザートにしようと思

っています。あと、庄司君の野菜もそうですが、三木里の畑の一区画をお

借りして、輪内中学校がＤＯＨＯスタイルで野菜作りをしています。その

作れた野菜を給食に出していこうと考えています。メニューは大まかにそ

の３つになります。時期と数量は教育委員会と調整中ですが、これがきっ

かけになっていけばということで挑戦していきますので、ご承知おきくだ

さい。 

３点目が本題ですが、１０月から農地バンクをしていきたいと言ってい

たと思いますが、あらかた要綱も作成できてきまして、御浜町は先行して

農地バンクをしていますので、参考に紹介します。資料を見ていただいた

ら分かりますが農地の情報をインターネットで掲載して、もちろん所有者

から申請していただいたものになりますが、周知をしていきます。市外の

方もいると思いますので、ホームページの情報を見て、農地を借り受けた

いとなったら現場もご案内していきます。最終的な契約交渉については所

有者と借受希望者との話し合いになりますが、もちろんその後は農業委員

会の審議案件となりますので申請していただくということになります。イ
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メージとしてはこういった流れですが、一番大変なのは遊休農地をどうあ

ぶりだしていくかということで、農業委員会で農地パトロールを行ってい

ますが、それも中々大変な作業でして、農業委員会の法定業務ですのでも

ちろん我々でもしていきますが、今年度、遊休農地活用の地域おこし協力

隊募集してきて、ようよう決定してきました。１０月１日に着任いたしま

す。ですのでそちらとも連携していきながら遊休農地のあぶり出し、また

農地バンクを通しての遊休農地の活用をしていきたいと思っております

のでよろしくお願いします。以上となります。 

 

 

ありがとうございます。農地バンクについて出、貸し借りは当人同士で

話し合いをしてもらってと言っていたけど、やっぱり相談とかサポートに

ついては役所も間に入れるところは間に入ってした方が、言った言わない

が出てくる時もあると思うから、そのようなことにはならないようにだけ

してもらいたいね。 

 

 

そうですね。そこは注意していきます。役所も入れないところもあるの

でそこのトラブルになりそうなことに関しては、注意事項を設けるなり、

未然に防げるようにはしていきます。 

 

 

 ありがとう。他に皆さんからはなにかありますか。ないようですので以

上で９月農業委員会定例会を終わります。ありがとうございました。 
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